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!愛媛県告示第１３１０号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３１１号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

発 行 愛 媛 県
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!愛媛県告示第１３１３号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市惣開町乙１番２３の一部及び乙１番２４の一部（次の図の

とおり）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第

１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，

１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，

３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、

１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、

トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六

価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及
ひ

びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素

及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカ

ルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合していない

特定有害物質の種類

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、

水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、
ひ

砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びそ

の化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

"!"!"!"

!愛媛県告示第１３１４号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市惣開町乙１番２４の一部（次の図のとおり）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第

１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，

１－ジクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，

３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、

１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、

トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六

価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及
ひ

びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素

及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカ

ルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合していない

特定有害物質の種類

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、

水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、
ひ

砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びそ

の化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３１２号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３０年２月２４日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３０年２月２４日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成３０年３月１０日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

平成３０年３月１０日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

愛 媛 県 報平成２９年１２月２６日 第２９３８号

９０５



!愛媛県告示第１３１５号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく一般廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第８条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課、西条保健所、中予保健所及び西条市

役所並びに東温市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供

する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野 剛嗣

２ 一般廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番１、乙６２８番７

３ 一般廃棄物処理施設の種類

一般廃棄物最終処分場

４ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、その他の汚物又は不

要物

５ 申請年月日

平成２９年１１月２７日

６ 意見書の提出

当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該一般廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

" 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、西条保健所及び

中予保健所

"!"!"!"

!愛媛県告示第１３１６号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第９条第１項の規定に基づく一般廃棄物処理施

設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において準用する

法第８条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第５条の３第１項の申請書及び法第９条第２項において準

用する法第８条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局循環型社

会推進課、西条保健所、中予保健所及び西条市役所並びに東温市役

所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野 剛嗣

２ 一般廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番１

３ 一般廃棄物処理施設の種類

一般廃棄物最終処分場

４ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、その他の汚物又は不

要物

５ 申請年月日

平成２９年１１月２７日

６ 意見書の提出

当該一般廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該一般廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

" 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、西条保健所及び

中予保健所

"!"!"!"

!愛媛県告示第１３１７号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第１５条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課、西条保健所、中予保健所及び西条市

役所並びに東温市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供

する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野 剛嗣

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番１、乙６２８番７

３ 産業廃棄物処理施設の種類

管理型産業廃棄物最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油（タールピッチ類に限る。）、廃プラスチ

ック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維

くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず・コン

クリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの

を除く。）及び陶磁器くず」（石綿含有産業廃棄物を含む。）、

鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばいじん、

産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等

５ 申請年月日

愛 媛 県 報平成２９年１２月２６日 第２９３８号

９０６
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平成２９年１１月２７日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

" 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、西条保健所及び

中予保健所

"!"!"!"

!愛媛県告示第１３１８号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課、西条保健所、中予保健所及び西条市役所並びに

東温市役所において告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

オオノ開發株式会社

松山市北梅本町甲１８４番地

代表取締役 大野 剛嗣

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

東温市河之内字大小屋乙６２８番１

３ 産業廃棄物処理施設の種類

管理型産業廃棄物最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油（タールピッチ類に限る。）、廃プラスチ

ック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維

くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず・コン

クリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの

を除く。）及び陶磁器くず」（石綿含有産業廃棄物を含む。）、

鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばいじん、

産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等

５ 申請年月日

平成２９年１１月２７日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

" 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課、西条保健所及び

中予保健所

!愛媛県告示第１３１９号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称
大規模小売店舗の所
在地

変更した事項 変 更 前 変 更 後
変 更 の
年 月 日

届 出
年 月 日

アクトピア大洲
大洲市中村２４６番地
１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社アクトピア
大洲
代表取締役
兵頭 勲
株式会社フジ
代表取締役
尾# 英雄
有限会社ナカノ不動
産
代表取締役
中野 義枝

株式会社アクトピア
大洲
代表取締役
金澤 幸己
株式会社フジ
代表取締役
尾# 英雄
有限会社ナカノ不動
産
取締役
中野 浩之

平成２９年
６月２８日
ほか

平成２９年
１２月１１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ ほか
１８者

株式会社フジ ほか
１８者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

愛 媛 県 報平成２９年１２月２６日 第２９３８号
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!愛媛県告示第１３２１号

平成２９年１１月２１日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

" 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

!愛媛県告示第１３２０号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称
大規模小売店舗の所
在地

変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後
変更する
年 月 日

届 出
年 月 日

アクトピア大洲
大洲市中村２４６番地
１ 外

駐車場の位置 １箇所 ２箇所
平成３０年
８月１３日

平成２９年
１２月１１日

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置

２箇所 ４箇所

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後６
時まで

午前６時から午後１０
時まで

平成２９年
１２月１２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

! 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

" 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（!）

農事組合法人
妙口原生産組合

愛媛県西条市小松町
大頭甲１０４２番地１

愛媛県西条市小松町
妙口甲１０９４－１

６６４

後 藤 基 博
愛媛県松山市由良町
１１７６番地

愛媛県松山市由良町
１０５０番１ほか９筆

９，９０２．６

山 西 繁 信
愛媛県松山市門田町
６７番地

愛媛県松山市門田町
３８９番１ほか７筆

６，９４３

林 耕一郎
愛媛県松山市由良町
８６７番地

愛媛県松山市由良町
５２３番１ほか１６筆

７，１２５

林 諭
愛媛県松山市由良町
８７６番地１

愛媛県松山市由良町
４９２番ほか１２筆

１３，６５３

矢 野 賀 正
愛媛県松山市門田町
４２８番地

愛媛県松山市門田町
４５６番ほか１０筆

９，８１５

山 内 耕太郎
愛媛県松山市由良町
７３９番地

愛媛県松山市由良町
２２９番ほか９筆

１１，１４０

青 井 秀 典
愛媛県松山市和気町
一丁目１２７番地３９

愛媛県松山市門田町
２１８番ほか１４筆

１２，７２３

池 本 真 吾
愛媛県松山市内浜町
５番１号

愛媛県松山市門田町
丙１３０番１ほか３筆

７，３２４

濱 田 富 幸
愛媛県松山市由良町
７７９番地１０

愛媛県松山市由良町
２０８番４ほか２２筆

１１，９６９

竹 内 守
愛媛県松山市門田町
７２４番地

愛媛県松山市門田町
７２５番ほか２筆

５，１４２

# 田 烈 子
愛媛県松山市門田町
７３１番地４

愛媛県松山市門田町
７３１番１ほか２筆

４，８０５

愛 媛 県 報平成２９年１２月２６日 第２９３８号
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２ 認可年月日

平成２９年１２月２０日

"!"!"!"
!愛媛県告示第１３２２号

港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、東予港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

"!"!"!"
!愛媛県告示第１３２３号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

池ノ浦Ｂ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２８年２月愛媛県告示第１９９号）

池ノ浦Ｂの項で指定した標柱８号、標柱７号及び標柱６号を順次結

んだ線、標柱６号と次に揚げる地番の土地に存する標柱１１号から標

柱１２号までを順次結んだ線及び標柱１２号と標柱８号を結んだ線に囲

まれた区域

"!"!"!"
!愛媛県告示第１３２４号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

板野（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２３年３月愛媛県告示第３８５号）

板野の項で指定した標柱７号と標柱６号を結んだ線、標柱６号と次

に掲げる地番の土地に存する標柱１０号から標柱１５号までを順次結ん

だ線並びに標柱１５号と標柱７号を結んだ線に囲まれた区域

!愛媛県告示第１３２５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

石 田 貞 喜
愛媛県松山市由良町
５９番地１０

愛媛県松山市由良町
１２２番１ほか３筆

２，５８２

山 本 剛
愛媛県松山市由良町
６０番地の第２

愛媛県松山市門田町
丙１６６番１１ほか１５筆

１６，６９１

竹 田 恵 輔

愛媛県松山市竹原町
一丁目２番地１３アル
ファライフ市駅西５０
５号

愛媛県松山市門田町
丙１６４番

４，０７６

山 岡 欣 也
愛媛県松山市由良町
５２番地の４

愛媛県松山市門田町
６９７番１ほか１３筆

２０，４６４

中 矢 武 重
愛媛県松山市由良町
９４０番地の第２

愛媛県松山市由良町
１１８４番ほか１４筆

１３，４４３

坂 本 克 視
愛媛県松山市由良町
１２６１番地の内第１

愛媛県松山市門田町
６１９番ほか１０筆

９，２７３

青 井 幹 夫
愛媛県松山市由良町
１５６番地の１

愛媛県松山市門田町
３８４番ほか１５筆

２７，４６８

坂 本 和 #
愛媛県松山市由良町
１２６１番地１

愛媛県松山市門田町
５６３番１ほか１５筆

１０，１００

永 ! 順 一
愛媛県松山市由良町
４９番地の７

愛媛県松山市門田町
７９９番１ほか１４筆

１４，５１６

村 上 正
愛媛県松山市門田町
７６０番地

愛媛県松山市門田町
７６５番ほか９筆

６，６４６

濱 田 豊 子
愛媛県松山市門田町
９０番地１

愛媛県松山市門田町
２１４番ほか２３筆

２０，９５４

山 内 宗 昭
愛媛県松山市由良町
５０番地５

愛媛県松山市門田町
２１５番ほか３筆

２４，２８６

能 田 英 文
愛媛県松山市門田町
１０８番地の内第１

愛媛県松山市門田町
５３９番１ほか１３筆

１８，７０１

稲 田 賢 司
愛媛県松山市門田町
７２９番地

愛媛県松山市門田町
７２２番４ほか４筆

３，６４６

小 池 保
愛媛県松山市泊町１４
６３番地

愛媛県松山市門田町
５８７番ほか７筆

４，７９２

寺 坂 末 吉
愛媛県松山市門田町
３２４番地

愛媛県松山市門田町
３２３番ほか１９筆

１４，１７６

池 本 正 志
愛媛県松山市由良町
７８１番地の１

愛媛県松山市門田町
５９３番ほか５筆

７，４８９

小 池 暁 夫
愛媛県松山市由良町
２２番地

愛媛県松山市門田町
丙１７５番ほか１４筆

２０，６８６

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

岸 壁 西条市今在家１５０３番地２

水深 －５．０メートル

延長 １１０．０メートル

（取付護岸延長２１．４メートル）

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町深浦 ウラノオク ３番耕地１番１ １１号

３番耕地１番２

３番耕地１番３

３番耕地１３番１ １２号

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 菅田町宇津 淵ノ瀬 甲４０９番 １０号

板野 乙７４番 １１号

板野 乙７２番１ １２，１３，１４号

淵ノ瀬 甲４１２番 １５号

荷さばき地 同 上 面積 ６０７平方メートル

野 積 場
西条市今在家１５０３番地２、

同１５００番地１４
面積 １，６４６平方メートル

愛 媛 県 報平成２９年１２月２６日 第２９３８号
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愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３２６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３２７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３２８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３２９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１２月２６日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立４３４７番１地先から

同町馬立４３４７番１地先まで
平成２９年１２月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名２６６番４から

同町生名４７５番２まで

旧 １０．３～４０．８ ０．３２９

新 １０．３～４０．８ ０．３２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名２６６番４から

同町生名４７５番２まで
平成２９年１２月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市阿方字壱丁地甲２９９番４から

同字甲２９３番８まで
平成２９年１２月２６日

検 査 済 証 の 番 号

及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は

工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た

者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第３１号

平成２９年１２月１４日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛１３６番７

伊予市下吾川８４８番地１

ラメールⅡ１０１号

重 松 知 之
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人事委員会規則

!愛媛県告示第１３３０号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１２月２６日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

!愛媛県告示第１３３１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３３２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第１３３３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県人事委員会規則７－１１９２

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年１２月２６日

検 査 済 証 の 番 号

及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は

工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た

者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第３２号

平成２９年１２月１５日
伊予市上野字西丸田６０９番１

伊予市上野６０８番地

松 田 克 己

松 田 里 佳

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡鬼北町大字#保２５７番４から

同大字広見１７０９番２まで

旧 ３．０～１２．０ ０．１４８

新 ６．０～３７．９ ０．１４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡鬼北町大字#保２５７番４から

同大字広見１７０９番２まで
平成２９年１２月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予宮野下停車場務田線
宇和島市三間町宮野下５９２番地先から

同町宮野下５８３番地先まで
平成２９年１２月２７日

〃 〃
宇和島市三間町宮野下５１７番３から

同町宮野下４０５番４まで
〃
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選挙管理委員会告示
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愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

!愛媛県選挙管理委員会告示第９１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２９年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
公職の種類
（第１号）

届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

希望の党愛媛県衆議院第３選挙区支
部

白 石 洋 一 叶 谷 信 之 西条市新田１９７－４ 衆議院議員 平成２９年１１月１０日

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党東温支部 山 内 孝 二 渡 部 繁 夫 東温市牛渕５８５ 平成２９年１２月１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

矢野なおよし後援会 矢 野 尚 良 矢 野 尚 良 松山市東石井六丁目６－３４ 平成２９年１１月１日

たぶち紀子を送り出す会 安 田 志 ほ 野 中 玲 子 松山市鉄砲町３－５ 平成２９年１１月６日

松本くみこ後援会 松 本 #美子 小笠原 喜代江 松山市本町六丁目２－７ 平成２９年１１月２０日

いのもり春枝後援会 永 見 博 永 原 操 松山市立花一丁目３－４４ 平成２９年１２月１１日

村田よしの後援会 村 田 佳 乃 菅 野 和 子 松山市南吉田町１８７２－２ 平成２９年１２月１２日

!愛媛県選挙管理委員会告示第９２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２９年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

改 正 後 改 正 前

（災害応急作業等手当）

第３４条の４ 省略

２ 条例附則第５項第１号エの人事委員会が定める施設は、免震重

要棟その他の放射線による人体への影響を防止するように設計さ

れた施設（人事委員会が定める施設を除く。）とする。

３～５ 省略

（災害応急作業等手当）

第３４条の４ 省略

２ 条例附則第５項第１号エの人事委員会が定める施設は、免震重

要棟及び新事務棟

とする。

３～５ 省略
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!愛媛県選挙管理委員会告示第９３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２９年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党五十崎支部 # 保 美 博 代 表 者 # 保 美 博 下 野 安 彦 平成２９年１１月１７日

日本維新の会衆議院愛媛
県第２選挙区支部

西 岡 新 主たる事務所の所在地 今治市大新田町一丁目２－１７ 今治市郷本町一丁目３－４０ 平成２９年１２月１日

民進党愛媛県第１区総支
部

渡 部 昭
国会議員関係政治団体の
区分

国会議員関係政治団体以外の政
治団体

法第１９条の７第１項第１号に係
る国会議員関係政治団体

平成２９年１２月６日

主たる事務所の所在地 松山市大手町一丁目１－６ 松山市一番町一丁目１４－４

代 表 者 渡 部 昭 富 永 喜 代

会 計 責 任 者 池 田 美 恵 富 永 崇 司

民進党愛媛県第３区総支
部

渡 部 昭
国会議員関係政治団体の
区分

国会議員関係政治団体以外の政
治団体

法第１９条の７第１項第１号に係
る国会議員関係政治団体

平成２９年１２月６日

主たる事務所の所在地 松山市大手町一丁目１－６ 西条市新田１９７－４

代 表 者 渡 部 昭 白 石 洋 一

会 計 責 任 者 池 田 美 恵 叶 谷 信 之

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

宇都宮むねやす後援会 宇都宮 宗 康 会 計 責 任 者 佐々木 富士重 村 田 泰 志 平成２９年１１月１日

税理士による山本順三後
援会

野 間 逸 人 代 表 者 野 間 逸 人 坂 本 昌 平 平成２９年１１月１８日

会 計 責 任 者 篠 原 敏 和 菅 浩一郎

田中かつひこ後援会 高 木 信 行 代 表 者 高 木 信 行 大 嶋 慶 太 平成２９年１１月３０日

新時代戦略研究会 西 岡 新 主たる事務所の所在地 今治市大新田町一丁目２－１７ 今治市郷本町一丁目３－４０ 平成２９年１２月１日

!愛媛県選挙管理委員会告示第９４号

開票区の設置（平成１７年８月愛媛県選挙管理委員会告示第５０号）の一部を次のように改正する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

大 嶋 け い た 後 援 会 梶 原 健 市 平成２９年１１月３０日

西 岡 あ ら た 後 援 会 赤 瀬 光 男 平成２９年１１月３０日

宮 内 と も や 後 援 会 永 見 博 平成２９年１１月３０日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

足立としゆき後援会愛南町支部 羽 田 保 恵 平成２９年１１月１５日
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!愛媛県選挙管理委員会告示第９５号

平成３０年５月２９日任期満了に伴う長浜町土地改良区総代選挙につ

いて、その事務を管理する選挙管理委員会を次のとおり指定する。

平成２９年１２月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

大洲市選挙管理委員会

改 正 後 改 正 前

１ 開票区を設ける選挙

衆議院比例代表選出議員の選挙

２ 開票区

１ 開票区を設ける選挙

衆議院比例代表選出議員の選挙

愛媛県議会議員の選挙

２ 開票区

省略 省略

平成２９年１２月２６日 発行
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